
地転用による農業振興地域
除外・編入申請受付のお知らせ農 【問合せ】農山村活性課

（西木庁舎）☎43-2206

　農業振興地域内にある田や畑、一部の山林・原野などを農用地以外の用途（住居、工場、資材置場、駐車場等）に利

用する場合は、農業振興地域からの除外手続きが必要となります。

　農業振興地域農用地区域内から除外する場合は、除外の要件を満たしていることが必要となっています。

●除外要件／ ▼農用地区域以外に代替できる土地がなく、また事業規模に対して妥当な面積であること  ▼除外によって

農地の集団性や、農作業の効率化に支障がないこと  ▼周辺の担い手等の農用地の利用の集積に支障がないこと  ▼土

地改良施設（農道や水路等）に支障を及ぼさないこと  ▼土地改良事業を実施中の区域でないこと、実施済みの場合は

完了後８年以上経過していること　※除外要件など詳しい内容については、お問い合わせください。

●受付期間／ 9月19日㈫～ 10月18日㈬

秋
田
豪
雨
災
害
（
７
月
22
・
23
日
）
の
発
令
概
要

　
市
は
、
現
地
を
巡
回
し
て
い
る
消
防
団
か
ら
の
報
告
に
よ
り
、

土
砂
災
害
の
危
険
が
迫
っ
て
い
る
桧
木
内
字
相
内
地
区
の
３
世
帯

６
人
に
「
避
難
指
示
」
を
７
月
23
日
の
午
前
５
時
20
分
に
発
令
し

ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
秋
田
地
方
気
象
台
長
か
ら
今
後
の
大
雨
に
関
す
る
特

別
警
報
の
発
令
を
検
討
し
て
い
る
連
絡
が
入
っ
た
た
め
、
危
険
が

迫
っ
て
い
る
こ
と
の
市
民
周
知
を
含
め
て
午
前
７
時
20
分
に
市
内

全
域
１
０
６
６
７
世
帯
、２
７
２
７
５
人
に「
避
難
勧
告
」を
発
令
、

そ
の
後
、
さ
ら
に
土
砂
災
害
の
危
険
度
の
高
い
10
地
区
３
５
０
世

帯
８
６
１
人
に
避
難
に
関
す
る
行
政
指
示
で
も
っ
と
も
強
い
「
避

難
指
示
」
を
発
令
し
避
難
を
促
し
ま
し
た
。

大
雨
対
応
時
（
８
月
24
・
25
日
）
の
発
令
概
要

　
市
は
、
降
り
続
く
今
後
の

大
雨
の
影
響
を
踏
ま
え
て
、

危
険
が
予
想
さ
れ
る
市
内
の

土
砂
災
害
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ

プ
内
の
危
険
箇
所
21
か
所
の

行
政
区
全
体
（
９
５
４
世
帯

２
１
５
７
人
）
に
対
し
て
、

８
月
24
日
午
後
８
時
50
分
に

「
避
難
勧
告
」
を
発
令
し
ま

し
た
。

　
そ
の
後
、
西
木
町
桧
木
内

字
松
葉
の
斜
面
崩
落
を
踏
ま

え
て
、
８
月
25
日
午
前
２
時

20
分
に
、
斜
面
崩
落
近
く
の

危
険
が
迫
っ
て
い
る
住
家
に

限
定
し
て
「
避
難
指
示
」
を

発
令
し
ま
し
た
。

　
今
回
、
７
月
の
秋
田
豪
雨
災
害
や
８
月
の
大
雨
が
続
い
た
こ
と

か
ら
、
市
が
市
民
の
皆
さ
ま
に
避
難
を
促
す
「
避
難
指
示
等
」
に
つ

い
て
ご
説
明
し
ま
す
。

　
用
語
の
定
義
を
ご
理
解
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
今
後
の
避
難
行

動
の
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

自
主
避
難
と
避
難
指
示
等

●
自
主
避
難
／
市
か
ら
の
避
難
指
示
等
の
発
令
を
待
つ
こ
と
な

く
、
身
に
危
険
が
切
迫
し
て
い
る
と
個
々
に
感
じ
た
時
に
市
民

自
ら
が
避
難
所
に
避
難
す
る
こ
と
で
す
。

●
避
難
指
示
等
／
左
記
の
と
お
り

防
災
情
報

（
避
難
指
示
等
と
は
）
に
つ
い
て

【
問
合
せ
】
総
合
防
災
課

（
田
沢
湖
庁
舎
）
☎
（
43
）１
１
１
５

強制力 区分 内容

避難準備・
高齢者等避難

天候の悪化が予想され、今後の避難勧告・

避難指示を行う可能性が高いと判断され

る際、特に避難に時間を要する災害時要

配慮者（高齢者、障がい者、乳幼児等）

に対して避難を呼びかけるものです。

避難勧告

各種の災害発生による人的被害のおそれ

のある時に市民に対して避難を呼びかけ

るものであり、関係する世帯が避難の対

象となります。発令する区域は、概ね行

政区画ごとに発令します。

避難指示
（緊急）

避難勧告より状況がさらに悪化し、緊急

避難を要する時や既に災害を覚知し、著

しく危険が切迫し、速やかに市民の緊急

避難を要すると市が判断した時に行う市

の最高の行政指示です。

弱い

強い

旭山神社下法面崩落（8月24日・25日の大
雨で崩落）：西木町桧木内字松葉

●
下
限
面
積
に
つ
い
て
／

　
農
地
の
売
買
や
贈
与
・
貸
し
借
り
を
す
る

場
合
に
は
、
農
地
法
第
３
条
の
規
定
に
基
づ

く
農
業
委
員
会
の
許
可
が
必
要
で
す
。

　
許
可
基
準
の
ひ
と
つ
に
受
け
手
（
買
い
手
、

受
贈
者
、
借
人
）
の
許
可
後
の
耕
作
面
積
（
経

営
面
積
）
が
「
原
則
と
し
て
北
海
道
２
ヘ
ク

タ
ー
ル
、
都
府
県
50
ア
ー
ル
以
上
に
な
る
こ

と
」
と
い
う
規
定
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
経
営

面
積
が
小
さ
い
と
生
産
性
が
低
く
、
農
業
経

営
が
効
率
的
か
つ
安
定
的
に
継
続
し
て
行
わ

れ
な
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
許

可
後
に
農
地
の
経
営
面
積
が
一
定
以
上
に
な

ら
な
い
と
許
可
で
き
な
い
と
す
る
も
の
で
す
。

　
平
成
21
年
12
月
施
行
の
改
正
農
地
法
に
よ

り
、
こ
の
下
限
面
積
（
50
ア
ー
ル
）
が
地
域

の
平
均
的
な
経
営
規
模
や
新
規
就
農
を
促
進

す
る
た
め
、
地
域
の
実
情
に
合
わ
な
い
場
合

に
は
農
業
委
員
会
の
判
断
で
別
段
の
面
積
を

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

（
農
地
法
第
３
条
第
２
項
第
５
号
）。
そ
し
て
、

農
林
水
産
省
通
達
（「
農
業
委
員
会
の
適
正
な

事
務
実
施
に
つ
い
て
」
20
経
営
第
５
７
９
１

号
平
成
21
年
１
月
23
日
付
け
農
林
水
産
省
経

営
局
長
通
知
」）
に
よ
り
、
農
業
委
員
会
は
毎

年
こ
の
下
限
面
積
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
平
成
28
年
５
月
11
日
開
催
の
平
成
28
年
度

第
６
回
仙
北
市
農
業
委
員
会
総
会
に
お
い
て
、

農
地
法
第
３
条
第
２
項
第
５
号
の
規
定
す
る

別
段
面
積
に
つ
い
て
、
仙
北
市
内
全
域
の
別

段
の
面
積
を
10
ア
ー
ル
に
設
定
す
る
こ
と
と

し
、
平
成
28
年
５
月
11
日
に
告
示
し
ま
し
た
。

●
「
空
き
家
に
付
属
し
た
農
地
」
の
取
得
等
に

係
る
下
限
面
積
要
件
の
緩
和
に
つ
い
て
／

　
仙
北
市
農
業
委
員
会
は
８
月
４
日
開
催
の

平
成
29
年
度
第
９
回
仙
北
市
農
業
委
員
会
総

会
に
お
い
て
、
農
地
法
第
３
条
第
２
項
第
５

号
の
規
定
す
る
別
段
の
面
積
に
つ
い
て
検
討

し
た
結
果
、
次
の
よ
う
に
別
段
の
面
積
を
設

定
し
、
８
月
７
日
に
告
示
し
ま
し
た
。

●
別
段
の
面
積
を
設
定
す
る
理
由
／

　
仙
北
市
内
に
お
い
て
、
近
年
仙
北
市
空
き

家
情
報
登
録
制
度
へ
登
録
す
る
際
に
、
登
録

者
が
住
宅
と
近
接
す
る
農
地
を
含
ん
だ
申
請

を
す
る
と
い
う
事
例
が
多
数
見
受
け
ら
れ
、

ま
た
利
用
希
望
者
の
中
に
も
農
地
の
付
属
す

る
住
宅
を
希
望
す
る
こ
と
も
多
く
な
っ
て
き

て
い
ま
す
が
、
農
地
の
権
利
取
得
に
お
い
て

農
地
法
第
３
条
に
よ
る
制
限
が
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
８
月
４
日
開
催
第
９

回
仙
北
市
農
業
委
員
会
総
会
に
お
い
て
、「
空

き
家
に
付
属
す
る
農
地
」
の
取
得
等
に
係
る

下
限
面
積
要
件
緩
和
に
つ
い
て
、
今
後
本
市

へ
の
定
住
促
進
と
地
域
の
活
性
化
、
遊
休
農

地
の
有
効
利
用
お
よ
び
解
消
な
ど
に
寄
与
す

る
と
の
結
論
を
得
て
、
総
会
に
お
い
て
承
認

さ
れ
、
８
月
７
日
に
告
示
し
ま
し
た
。

●
別
段
の
面
積
の
適
用
期
日
／

　
平
成
29
年
８
月
７
日
か
ら
適
用
し
ま
す
。

（
８
月
７
日
以
降
に
開
催
さ
れ
る
仙
北
市
農
業

委
員
会
総
会
で
適
用
と
な
り
ま
す
）

●
別
段
の
面
積
の
運
用
／

　
今
後
、
仙
北
市
内
に
お
い
て
、「
仙
北
市
空

き
家
情
報
登
録
制
度
」
に
登
録
さ
れ
た
農
地

に
つ
い
て
は
、「
空
き
家
に
付
属
し
た
農
地
」

と
し
、
農
業
委
員
会
が
１
筆
ご
と
に
指
定
し

た
農
地
の
下
限
面
積
に
つ
い
て
「
空
き
家
に

付
属
し
た
農
地
」
に
限
定
し
た
設
定
面
積
と

し
て
１
ア
ー
ル
と
し
ま
す
。

　
な
お
、
空
き
家
に
付
属
し
た
農
地
指
定
申

出
書
な
ど
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
左
記
フ

ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

仙北市空き家に付属した農地取扱いフローチャート

 1. 仙北市空き家に付属した農地への指定申請方法

【農地所有者より申請】

担
当

地
方
創
生
・

総
合
戦
略
室

①空き家に付属した農地指定申出書（様式第１号）

②仙北市空き家登録情報制度に登録されていること

の確認書（様式第２号）

 

担
当

 

農
業
委
員
会
事
務
局

農地指定申出書に基づく調査（現地確認等）

農業委員会総会案件（毎月７日前後）※1

空き家に付属した農地の指定（もしくは未指定）の決定

公示（申請者への結果を通知）

地方創生・総合戦略室へ指定（未指定）の結果回答

農地法等による第３条許可

※１ 休日等によって、日程を変更する場合
がありますので、事務局へお尋ねください。
※２ 取得した農地を継続して耕作する旨の
誓約書（誓約書の期間は５年間）

 2. 農業委員会の農地売買等の申請方法

【農地所有者、農地譲受者双方による申請】

農地の譲受人が下限面積10 アールをクリアしている。

遊休農地の解消や定住促進を図るための「仙北
市空き家情報登録制度」を介しての農地取得希
望者のみを対象とし、遊休農地につながること
を防ぐために申請時に誓約書等の提出をする。

（譲り受けに必要な申請書類）
①耕作する旨の誓約書（様式第３号）※2
②農用地利用計画書（様式第４号）
③農地等の売買契約書（写）ほか

農地所有者（譲渡人）と譲受人の双方で農地法による第３条申請

（毎月25日締切）※1

YES

NO

農業委員会総会（毎月7日前後※1）で審査

空
き
家
に
付
属
す
る
農
地
」
の

取
得
等
に
係
る
下
限
面
積
要
件
緩
和
に
つ
い
て

【
問
合
せ
】
農
業
委
員
会
事
務
局  

（
西
木
庁
舎
）
☎
（
43
）２
２
０
９

「

▼総務課　☎ 43-1111

▼田沢湖地域センター（サポートセンター）　☎ 43-1147

ホームページ　http://www.city.semboku.akita.jp/

ｆａｃｅｂｏｏｋ　https://www.facebook.com/sembokucity

▼角館地域センター（サポートセンター）　☎ 43-3309

▼西木地域センター（サポートセンター）　☎ 43-2200

▼桧木内出張所（サポートセンター）　 ☎ 48-2001

▼上桧木内出張所（サポートセンター）　☎ 49-2159

▼田沢出張所（サポートセンター）　☎ 43-1351

▼神代出張所（サポートセンター）　☎ 43-1352

市 information
役所からのお知らせ
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タ
ー（
正
面
玄
関
か
ら
お
入
り
く
だ
さ
い
）

●
平
成
29
年
10
月
２
日
㈪
納
期
限
の
税
目
／

 

▼

固
定
資
産
税
　
第
３
期

 

▼

国
民
健
康
保
険
税
（
普
通
徴
収
）　
第
３
期

 

▼

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
普
通
徴
収
）

   

第
３
期

※
口
座
振
替
も
納
期
限
と
同
日
で
す
の
で
、
前

   

日
ま
で
通
帳
の
残
高
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
納
税
に
は
口
座
振
替
が
便
利
で
安
心
で
す
。

   

各
金
融
機
関
ま
た
は
、
市
役
所
税
務
課
、
地

   

域
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
日
中
、
仕
事
な
ど
で
市
税
を
納
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
の
た
め
に
夜
間
納
税
窓

口
を
開
設
し
ま
す
。

　
ま
た
、
諸
事
情
に
よ
り
市
税
を
納
め
る

こ
と
が
困
難
な
方
の
た
め
に
納
税
相
談
窓

口
も
併
せ
て
開
設
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
ご
来
庁
く
だ
さ
い
。

●
日
時
／
９
月
29
日
㈮ 

17
時
15
分
～
19
時

※
開
設
時
間
に
都
合
が
つ
か
な
い
場
合
は
、
事
前

   

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
場
所
／
税
務
課
、
角
館
・
西
木
地
域
セ
ン

夜
間
納
税
窓
口
を

開
設
し
ま
す

【
問
合
せ
】
税
務
課

（
田
沢
湖
庁
舎
） 

☎
（
43
）１
１
１
７

　
自
力
で
除
雪
す
る
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
た
高
齢
者
世
帯
等

に
、
除
排
雪
や
雪
下
ろ
し
に
係
る
費
用
の
一
部
を
助
成
し
、
冬
期

間
安
心
し
て
生
活
が
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

事
業
で
す
。
こ
の
除
雪
支
援
に
協
力
で
き
る
登
録
業
者
等
を
募
集

し
ま
す
。

●
事
業
の
登
録
業
者
等
／

①
仙
北
市
内
に
住
所
を
有
す
る
法
人
（
例
え
ば
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
、
株
式
会
社
、
有
限
会
社
、
公
益
社
団
法
人
、
社
会
福

祉
法
人
等
）

②
会
則
を
有
す
る
団
体
ま
た
は
個
人
事
業
者
等
（
町
内
会
、
地
域

運
営
体
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
、
老
人
ク
ラ
ブ
等
、
個
人
業
者

と
し
て
建
築
業
、
大
工
、
左
官
、
塗
装
、
水
道
、
ガ
ス
会
社
等
、

ま
た
は
個
人
）

※
市
は
こ
の
事
業
に
お
け
る
作
業
事
故
お
よ
び
も
め
ご
と
に
関
す
る
責
任

を
負
い
ま
せ
ん
。

●
登
録
先
／
長
寿
支
援
課
に
「
登
録
届
」
様
式
が
あ
り
ま
す
の
で
、

直
接
、
長
寿
支
援
課
窓
口
で

登
録
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

●
登
録
有
効
期
間
／
登
録
証
を

通
知
し
た
日
か
ら
当
該
年
度

の
３
月
31
日
ま
で
と
し
ま
す
。

た
だ
し
、
市
長
ま
た
は
登
録

業
者
等
か
ら
特
段
な
意
志
表

示
が
行
わ
れ
な
い
と
き
は
、

更
新
し
た
も
の
と
み
な
し
ま

す
。（
平
成
26
年
度
以
降
、
登

録
さ
れ
た
業
者
等
は
更
新
し

た
も
の
と
し
ま
す
）

上
記
除
雪
支
援
に
協
力
で
き
る

登
録
業
者
等
を
今
年
度
も
募
集
し
ま
す

【
問
合
せ
】
長
寿
支
援
課
（
西
木
庁
舎
）
☎
（
43
）２
２
８
１

　
自
力
で
除
雪
す
る
こ
と
が
困
難
な
高
齢
者
世
帯
等

に
対
し
て
除
排
雪
や
雪
下
ろ
し
の
費
用
の
一
部
を
助

成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
冬
期
間
、
安
心
し
て
生
活
が

で
き
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。

●
利
用
対
象
者
／
仙
北
市
に
住
所
を
有
し
現
に
居
住

し
て
い
る
市
県
民
税
非
課
税
世
帯
で
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
世
帯
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
別

居
の
親
族
や
近
隣
か
ら
の
支
援
が
あ
る
世
帯
や
生

活
保
護
世
帯
は
除
き
ま
す
。

 

▼

75
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
世
帯

 

▼

同
居
者
全
員
が
75
歳
以
上
で
あ
る
世
帯

 

▼

身
体
障
害
者
手
帳
１
級
～
３
級
・
療
育
手
帳
・
精
神

保
健
福
祉
手
帳
の
所
持
者
、
介
護
保
険
要
介
護
３

～
５
認
定
者
、
18
歳
未
満
の
方
の
み
で
構
成
さ
れ

て
い
る
世
帯
等

 

▼

75
歳
以
上
の
方
と
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
～
３

級
・
療
育
手
帳
・
精
神
保
健
福
祉
手
帳
の
所
持
者
、

介
護
保
険
要
介
護
３
～
５
認
定
者
、
18
歳
未
満
の

方
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
世
帯
等

 

▼

そ
の
他
特
別
な
理
由
の
あ
る
方
で
市
長
が
認
め
た

世
帯
（
担
当
民
生
委
員
か
行
政
連
絡
員
の
意
見
が

必
要
）

●
対
象
と
な
る
作
業
と
助
成
額
／

 

▼

住
宅
か
ら
公
道
ま
で
の
除
雪
・
排
雪
（
平
成
29
年
12

月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
）…
２
万
円

 

▼

住
宅
屋
根
の
雪
下
ろ
し
（
仙
北
市
内
６
地
区
割
（
①

上
桧
木
内
地
区
、
②
桧
木
内
地
区
、
③
西
明
寺
・

仙
北
市
高
齢
者
世
帯
等
除
雪
支
援
事
業

神
代
地
区
、
④
田
沢
地
区
、
⑤
生
保
内
地
区
、
⑥

角
館
地
区
）
と
し
て
、
市
で
調
査
し
た
そ
れ
ぞ
れ

の
地
区
積
雪
量
が
概
ね
１
０
０
㎝
を
超
え
、
今
後

も
増
加
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
交
付
）

　
…
１
万
５
０
０
０
円

※
費
用
が
利
用
券
の
額
を
上
回
っ
た
場
合
は
、
差
額
分
の

実
費
を
利
用
者
が
除
雪
業
者
等
に
支
払
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

●
申
込
み
／
長
寿
支
援
課
、
各
地
域
セ
ン
タ
ー
、
各

出
張
所
窓
口
に
あ
る
申
請
書
に
必
要
事
項
を
ご
記

入
の
う
え
、
最
寄
の
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
込
期
間
／
10
月
２
日
㈪
～
翌
年
３
月

今
年
度
も

除
排
雪
や
雪
下
ろ
し
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す

【
問
合
せ
】
長
寿
支
援
課
（
西
木
庁
舎
）
☎
（
43
）２
２
８
１

※③積雪量が概ね100㎝を超え、今後も増加が見込まれる場合、

地区割ごとに追加で利用券（雪下ろし）が交付されます。

※④登録業者等の一覧は利用決定通知と一緒にお知らせします。

対象者

市
に
登
録
し
た

除
雪
業
者
等
※

市
②審査・決定

①
申
し
込
み
　

④除排雪を依頼※

⑤除雪作業

⑥利用券で支払い

⑦利用券添付で請求

⑧除雪業者等へ支払い

③
利
用
券
交
付

　（
除
雪
・
排
雪
）
※

支援の流れ

基
礎
科
目
試
験
） 

▼

作
文
試
験 

▼

面
接

試
験

●
受
付
期
間
／
平
成
30
年
２
月
28
日
㈬
ま

で
（
必
着
）

※
応
募
状
況
に
よ
り
随
時
締
切
の
場
合
あ
り
。

●
試
験
日
／
面
接
官
等
と
調
整
の
う
え
、

実
施
し
ま
す
。

●
次
の
欠
格
事
項
に
該
当
す
る
方
は
受
験

で
き
ま
せ
ん
。

 

▼

日
本
国
籍
を
有
し
な
い
方

 

▼

地
方
公
務
員
法
第
16
条
の
規
定
に
よ
り
地

方
公
務
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

●
そ
の
他
／
要
項
等
詳
細
は
病
院
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
職
種
・
採
用
予
定
人
数
・
受
験
資
格
／

【
薬
剤
師
】 

２
人
程
度

 

▼

新
卒
者
…
平
成
30
年
４
月
１
日
現
在
満

35
歳
未
満
の
方
で
、
平
成
30
年
３
月
卒

業
見
込
み
の
学
生
で
あ
り
、
薬
剤
師
免

許
取
得
見
込
み
の
方

 

▼

経
験
者
…
平
成
30
年
４
月
１
日
現
在
満

35
歳
未
満
の
方
で
、
現
に
薬
剤
師
免
許

を
有
し
、
保
険
医
療
機
関
等
で
薬
剤
師

業
務
の
経
験
が
あ
る
方

【
臨
床
工
学
技
士
】 

１
人
程
度

 

▼

新
卒
者
…
平
成
30
年
４
月
１
日
現
在
満

30
歳
未
満
の
方
で
、
平
成
30
年
３
月
卒

業
見
込
み
の
学
生
で
あ
り
、
臨
床
工
学

技
士
免
許
取
得
見
込
み
の
方

 

▼

経
験
者
…
平
成
30
年
４
月
１
日
現
在
満

35
歳
未
満
の
方
で
、
現
に
臨
床
工
学
技

士
免
許
を
有
し
、
保
険
医
療
機
関
等
で

臨
床
工
学
技
士
業
務
の
経
験
が
あ
る
方

【
助
産
師
】 

２
人
程
度

 

▼

新
卒
者
…
平
成
30
年
４
月
１
日
現
在
満

30
歳
未
満
の
方
で
、
平
成
30
年
３
月
卒

業
見
込
み
の
学
生
で
あ
り
、
助
産
師
免

許
取
得
見
込
み
の
方

 

▼

経
験
者
…
平
成
30
年
４
月
１
日
現
在
満

30
歳
未
満
の
方
で
、
現
に
助
産
師
免
許

を
有
し
、
保
険
医
療
機
関
等
で
助
産
師

業
務
の
経
験
が
あ
る
方

●
試
験
内
容
／
▼

医
療
従
事
者
と
し
て
必

要
な
基
礎
知
識
に
関
す
る
試
験
（
専
門

平
成
30
年
度
採
用
の
仙
北
市
病
院
事
業（
市
立
角
館
総
合
病
院
）

の
職
員
を
追
加
募
集
し
ま
す

【
問
合
せ
】
市
立
角
館
総
合
病
院 

総
務
管
理
課
（
角
館
町
岩
瀬
）
☎
（
54
）２
１
１
１

面
接
）

●
申
込
用
紙
の
請
求
／
申
込
用
紙
・
受
験

案
内
は
、
９
月
20
日
㈬
か
ら
、
田
沢
湖

庁
舎
は
総
務
課
、
角
館
庁
舎
・
西
木
庁

舎
は
地
域
セ
ン
タ
ー
で
交
付
し
ま
す
。

郵
便
請
求
の
場
合
は
、封
筒
の
表
に
「
職

員
（
校
務
員
）
採
用
試
験
申
込
用
紙
請

求
」
と
朱
書
き
し
、
あ
て
先
を
明
記
し

て
１
４
０
円
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
封

筒
（
角
型
２
号
サ
イ
ズ
）
を
必
ず
同
封

し
て
、
総
務
課
職
員
係
へ
郵
送
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
普
通
郵
便
の
事
故
お

よ
び
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
請
求
に
は
対

応
で
き
ま
せ
ん
。

●
申
込
手
続
／
申
込
書
と
自
己
紹
介
書
に

所
要
事
項
を
全
て
記
入
し
、
申
込
書
の

受
験
票
部
分
に
は
最
近
撮
影
し
た
上
半

身
、 

脱
帽
、
正
面
向
き
、
縦
６
セ
ン
チ
、

横
４
・
５
セ
ン
チ
の
写
真
１
枚
を
貼
っ

て
、
総
務
課
職
員
係
あ
て
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
（
郵
送
可
）。
な
お
、
角
館
・

西
木
地
域
セ
ン
タ
ー
で
は
、
受
付
し
ま

せ
ん
。

●
申
込
受
付
期
間
／
９
月
22
日
㈮
～
10
月

19
日
㈭
ま
で
（
土
曜
日
・
日
曜
日
・
祝
日

を
除
く
、
８
時
30
分
～
17
時
15
分
）

　
郵
送
の
場
合
は
、
10
月
19
日
必
着
に
限

り
ま
す
。

●
申
込
先
／

　
仙
北
市
総
務
部
総
務
課
職
員
係

　
〒
０
１
４-

１
２
９
８

　
仙
北
市
田
沢
湖
生
保
内
字
宮
ノ
後
30

●
試
験
区
分
／【
校
務
員
】

 

▲

採
用
人
数
／
若
干
名

 

▲

勤
務
地
／
市
内
小
・
中
学
校

 

▲

職
務
内
容
／
学
校
内
外
の
環
境
整
備
お

よ
び
そ
の
他
の
用
務

 

▲

採
用
年
月
日
／
平
成
30
年
４
月
１
日
予
定

 

▲

受
験
資
格
／
昭
和
33
年
４
月
２
日
以
降

に
生
ま
れ
た
方
で
普
通
自
動
車
等
運
転

免
許
の
資
格
を
有
す
る
方

●
試
験
／▲

日
時
／
11
月
５
日
㈰

　
10
時
30
分
～
試
験
受
付

 ▲

場
所
／
仙
北
市
役
所
田
沢
湖
庁
舎

　（
仙
北
市
田
沢
湖
生
保
内
字
宮
ノ
後
30
）

 

▲

内
容
／
作
文
試
験
、
口
述
試
験
（
個
別

平
成
29
年
度
仙
北
市
職
員
（
校
務
員
）
採
用
試
験
の

お
知
ら
せ

【
問
合
せ
】
総
務
課 

職
員
係
（
田
沢
湖
庁
舎
）
☎
（
43
）１
１
１
１

information市 役所からのお知らせ ▼総務課　☎ 43-1111

▼田沢湖地域センター（サポートセンター）　☎ 43-1147

ホームページ　http://www.city.semboku.akita.jp/

ｆａｃｅｂｏｏｋ　https://www.facebook.com/sembokucity

▼角館地域センター（サポートセンター）　☎ 43-3309

▼西木地域センター（サポートセンター）　☎ 43-2200

▼桧木内出張所（サポートセンター）　 ☎ 48-2001

▼上桧木内出張所（サポートセンター）　☎ 49-2159

▼田沢出張所（サポートセンター）　☎ 43-1351

▼神代出張所（サポートセンター）　☎ 43-1352
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